
                                         （別紙１） 

 
中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について 

 

 

平成２３年７月２６日 

金融庁 

 

 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成２１年法律第９６号。以下「法」という。）

第２条に掲げる金融機関は、法第８条の規定に基づき、法施行日（平成２１年１２月４日）から本年３月３１日までの間に

行った貸付条件の変更等の状況を（５月１６日までに）行政庁に報告したところです（※）。今般、金融庁は、法第８条第３

項の規定に基づき、当該報告の概要を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表いたします。 

 

（※）平成２３年３月末時点の貸付条件の変更等の状況について、東日本大震災により、中小企業金融円滑化法で定める期

限（平成２３年５月１６日）までに報告を行うことができない場合には、平成２３年６月末までの期限の延長が可能と

なっております。 
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１．債務者が中小企業者である場合 

 

債務者が中小企業者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行率①が 97.3％、

実行率②が 89.9％となっています。 

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円） 

 申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 
実行率① 

※1 
実行率② 

※2 

239,816 211,337 6,452 14,596 7,431 97.0% 88.1% 主要行等(11) 

※3 (123,292) (112,107) (3,397) (5,138) (2,648)   
824,163 739,896 21,331 35,680 27,256 97.2% 89.8% 地域銀行(106) 

※4 (231,678) (212,461) (5,336) (8,622) (5,255)   
17,329 13,588 1,845 919 977 88.0% 78.4% その他の銀行(28) 

※5 (2,395) (1,383) (195) (711) (104)   
625,508 567,583 13,891 24,977 19,057 97.6% 90.7% 信用金庫(272) 

※6 (114,699) (104,133) (2,623) (4,823) (3,109)   
95,226 87,226 1,878 3,196 2,926 97.9% 91.6% 信用組合(159) 

※7 (19,417) (17,632) (448) (865) (467)   
2 2 0 0 0 100.0% 100.0% 労働金庫(14) 

※8 (3) (3) (0) (0) (0)   
4,410 4,122 44 175 69 98.9% 93.5% 信農連・信漁連(67) 

※9 (3,312) (3,115) (50) (80) (64)   
31,534 29,207 671 874 782 97.8% 92.6% 農協・漁協(881) 

※10 (3,586) (3,015) (174) (194) (196)   
1,837,988 1,652,961 46,112 80,417 58,498 97.3% 89.9% 合計(1538) 
(498,382) (453,849) (12,223) (20,433) (11,843)     
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※1 実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。以下同じ。 

※2 実行率②＝実行件数／申込み件数。以下同じ。 

※3 主要行等とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三井住友銀行、

りそな銀行、中央三井信託銀行、住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行をいう。以下同じ。 

※4 地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。以下同じ。 

※5 その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行をいう。以下同じ。 

※6 信金中央金庫の計数を含む。以下同じ。 

※7 全国信用協同組合連合会の計数を含む。以下同じ。 

※8 労働金庫連合会の計数を含む。以下同じ。 

※9 信農連、信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。以下同じ。 

※10 農協、漁協はそれぞれ農業協同組合、漁業協同組合の略。以下同じ。 

※11 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。以下同じ。 

※12 左端の欄中の括弧内は、本年３月末時点の金融機関数。以下同じ。 

※13 件数は、貸付債権ベース。以下同じ。 

※14 東日本大震災の影響で、一部の営業店において報告が困難となっている金融機関については、当該営業店の件数・金額を除いた計数

を集計。以下同じ。 

 



 3 

２．債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていなかったとき 

 

債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていなかったときにおける貸付条件の変更等の状況は、

下表のとおりです。全業態の合計では、実行率①が 97.3％、実行率②が 91.4％となっており、１．の場合と比較してほぼ同水準の実

行率となっています。 

                                         上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円） 

実行 謝絶  

申込み 
 

保証協会が条件変更対

応保証を応諾したもの 
 

保証協会が条件変更

対応保証を応諾した

もの 

審査中 取下げ 実行率① 実行率② 

142,691 128,339 0 3,767 0 6,641 3,944 97.1% 89.9%主要行等(11) 
(105,685) (96,931) (0) (2,939) (0) (3,751) (2,062)   

385,455 352,680 8 10,146 1 13,150 9,479 97.2% 91.5%
地域銀行(106) 

(173,498) (160,843) (1) (3,895) (1) (5,583) (3,174)   
17,085 13,384 0 1,835 0 897 969 87.9% 78.3%

その他の銀行(28) 
(2,358) (1,353) (0) (194) (0) (707) (103)   

267,038 246,420 0 5,498 0 8,378 6,742 97.8% 92.3%
信用金庫(272) 

(75,301) (68,853) (0) (1,725) (0) (2,870) (1,848)   
53,086 49,089 0 1,116 0 1,540 1,341 97.8% 92.5%

信用組合(159) 
(16,053) (14,602) (0) (392) (0) (713) (343)   

2 2 0 0 0 0 0 100.0% 100.0%
労働金庫(14) 

(3) (3) (0) (0) (0) (0) (0)   
3,335 3,108 0 40 0 132 55 98.7% 93.2%

信農連・信漁連(67) 
(2,934) (2,765) (0) (50) (0) (55) (63)   
28,801 26,940 0 547 0 770 544 98.0% 93.5%

農協・漁協(881) 
(3,138) (2,693) (0) (141) (0) (156) (146)   

897,493 819,962 8 22,949 1 31,508 23,074 97.3% 91.4%合計(1538) 
(378,970) (348,043) (1) (9,336) (1) (13,835) (7,739)   
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３．債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていたとき 

 

債務者が中小企業者である場合であって、信用保証協会等による保証を受けていたときにおける貸付条件の変更等の状況は、下表の

とおりです。謝絶のうち、「保証協会等が債務の保証を応諾したもの」は、全業態の合計で 6,658 件（824 億円）となっています。 

 

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円） 

謝絶  

申込み 実行 
 

保証協会等が債務の

保証を応諾したもの 

審査中 取下げ 実行率① 実行率② 

97,125 82,998 2,685 843 7,955 3,487 96.9% 85.5% 主要行等(11) 
(17,607) (15,176) (458) (141) (1,387) (585)   
438,708 387,216 11,185 3,074 22,530 17,777 97.2% 88.3% 

地域銀行(106) 
(58,179) (51,617) (1,440) (394) (3,038) (2,080)   

244 204 10 0 22 8 95.3% 83.6% 
その他の銀行(28) 

(36) (29) (1) (0) (4) (0)   
358,470 321,163 8,393 2,569 16,599 12,315 97.5% 89.6% 

信用金庫(272) 
(39,396) (35,280) (898) (271) (1,952) (1,261)   

42,140 38,137 762 164 1,656 1,585 98.0% 90.5% 
信用組合(159) 

(3,363) (3,029) (56) (14) (152) (123)   
0 0 0 0 0 0 ― ― 

労働金庫(14) 
(0) (0) (0) (0) (0) (0)   

1,075 1,014 4 2 43 14 99.6% 94.3% 
信農連・信漁連(67) 

(377) (350) (0) (0) (25) (1)   
2,733 2,267 124 6 104 238 94.8% 82.9% 

農協・漁協(881) 
(442) (322) (32) (4) (37) (49)   

940,495 832,999 23,163 6,658 48,909 35,424 97.3% 88.6% 合計(1538) 
(119,400) (105,803) (2,885) (824) (6,595) (4,099)   
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４．債務者が中小企業者である場合であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有するとき 

 

債務者が中小企業者である場合であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有するときにおける貸付条件の変更等の

状況は、下表のとおりです。謝絶のうち、「他金融機関により法の施行日以後になされた貸付条件の変更等の実行を認識していたもの」

は、全業態の合計で 3,369 件（1,503 億円）となっています。 

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円） 

実行 謝絶  

申込み 
 

保証協会が条件

変更対応保証を

応諾したもの 

 
他金融機関により法の施行日以

後になされた貸付条件の変更等

の実行を認識していたもの 

審査中 取下げ 
実行率 

① 
実行率 

② 

88,119 76,792 0 2,276 880 7,015 2,036 97.1% 87.1% 主要行等(11) 
(55,097) (47,977) (0) (1,695) (721) (4,549) (875)   
138,131 123,211 0 5,226 1,754 6,136 3,558 95.9% 89.2% 

地域銀行(106) 
(62,683) (57,069) (0) (1,946) (576) (2,519) (1,146)   

4,795 3,366 0 735 37 232 462 82.1% 70.2% 
その他の銀行(28) 

(419) (319) (0) (49) (10) (32) (17)   
78,779 71,588 0 2,110 618 3,203 1,878 97.1% 90.9% 

信用金庫(272) 
(23,217) (21,095) (0) (661) (162) (1,016) (441)   

11,945 10,708 0 375 66 543 319 96.6% 89.6% 
信用組合(159) 

(4,978) (4,471) (0) (106) (29) (322) (77)   
1 1 0 0 0 0 0 100.0% 100.0% 

労働金庫(14) 
(3) (3) (0) (0) (0) (0) (0)   

915 834 0 27 0 30 24 96.9% 91.1% 
信農連・信漁連(67) 

(1,049) (966) (0) (39) (0) (15) (28)   
1,242 988 0 99 14 55 100 90.9% 79.5% 

農協・漁協(881) 
(415) (342) (0) (29) (5) (16) (26)   

323,927 287,488 0 10,848 3,369 17,214 8,377 96.4% 88.8% 合計(1538) 
(147,861) (132,242) (0) (4,525) (1,503) (8,469) (2,610)   
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５．債務者が住宅資金借入者である場合  

 

債務者が住宅資金借入者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行率①が91.4％、

実行率②が 75.0％となっています。 

 

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円） 

 
 申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率② 

35,751 28,959 1,923 2,265 2,604 93.8% 81.0% 主要行等(11) 
(6,528) (5,310) (362) (404) (451)   
78,866 56,189 6,342 5,366 10,969 89.9% 71.2% 

地域銀行(106) 
(11,530) (8,267) (917) (789) (1,554)   

2,221 1,811 175 126 109 91.2% 81.5% 
その他の銀行(28) 

(280) (209) (37) (17) (15)   
35,415 27,634 2,178 1,781 3,822 92.7% 78.0% 

信用金庫(272) 
(5,008) (3,958) (289) (263) (493)   

5,929 4,746 381 253 549 92.6% 80.0% 
信用組合(159) 

(830) (673) (51) (38) (66)   
5,523 3,708 636 631 548 85.4% 67.1% 

労働金庫(14) 
(748) (500) (90) (82) (73)   

103 89 2 1 11 97.8% 86.4% 
信農連・信漁連(67) 

(12) (11) (0) (0) (1)   
3,746 2,585 255 267 639 91.0% 69.0% 

農協・漁協(881) 
(497) (339) (32) (35) (88)   

167,554 125,721 11,892 10,690 19,251 91.4% 75.0% 合計(1538) 
(25,433) (19,267) (1,778) (1,628) (2,741)   
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６．債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由 

 

債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由は、下の円グラフのとおりです。「債務の弁済に目途が立ったもの」は債

務者が中小企業者である場合には全体の約５割、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約６割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務の弁済に目途が 

立ったもの（46.8％） 

債務の弁済に目途が 

立ったもの（64.3％） 

債務者に返済の意思が無く、申込みを取り下げたもの 

（1.7％） 

債務者に事業継続の意思が無く、申込みを取り下げたもの 

（6.0％） 

その他（47.1％） その他（34.0％） 

【債務者が中小企業者である場合】 【債務者が住宅資金借入者である場合】 
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７．金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由 

 

金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由は、下の円グラフのとおりです。「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされた

もの」は債務者が中小企業者である場合には全体の約６割、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約７割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）「申込み日から 3ヶ月経過して謝絶とみなされたもの」であっても、その後、実行に至った場合には、その時点で「申込み」「実行」に

1 件ずつ再計上することとされている。 

 

 

 

（以 上） 

【債務者が中小企業者である場合】 【債務者が住宅資金借入者である場合】 

申込み日から３ヶ月経過して謝絶と 

みなされたもの（60.0％） 

申込み日から３ヶ月経過して謝絶と 

みなされたもの（68.8％） 

その他（22.3％） その他（22.0％） 

事業についての改善又は再生の可能性が低いと判断したもの 

（17.7％） 

貸付条件の変更等を行ったとしても、債務の弁済に目途が 

立たないと判断したもの（9.2％） 


